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身だしなみについて  

 

※ 令和７年度の変更点・追記事項  

＜身だしなみとは＞ 

・ 公の場（儀式、体験入学、入試、面接、部活動各種大会、表彰式、校外学習、 

地域交流など）に自信をもって臨むことができる姿 

・ 周りの人が不快に感じることのない、相手満足を意識した清潔感のある姿  

 

制
服 

 

ブ
レ
ザ
ー 

○刈谷市指定のブレザーで、体型に合ったものとする。  

○スラックスかスカートから選択して着用する。  

○白のカッターシャツか開襟シャツ、または、白か紺で無地のポロ  

シャツを着用する。（ポロシャツはワンポイント可。令和３・４年

度に販売された学校指定のポロシャツも可ですが、現在は販売され

ていないため、各自で準備してください。） 

○スカートの丈は、ひざ下とする。 

○スカートの下に防寒用タイツを着用する場合は、黒色とする。 

○中着の色は、白・黒・紺・茶・灰・ベージュ等を基調とした無地と

する。（ワンポイントは可）  

★中着とは、防寒用のセーター、ベスト、カーディガンなどのこと

で、制服と定められたものの中に着用します。 

★ワンポイントとは、胸や肩等に一箇所だけ刺繍やプリントされたロ

ゴ等のことで、身分証明書で隠れる大きさまでを目安とします。  

学
生
服 

冬
服 

○日本被服工業連絡会指定の標準型上下学生服で、体型に合ったも

の。 

○ベルトは黒とする。（夏も同様）  

○白のカッターシャツか開襟シャツ、または、白か紺で無地のポロシ

ャツ（ブレザーと同じ）を正しく着用（裾を中に入れる）する。 

○中着はブレザーと同じ。  

夏
服 

○白のカッターシャツか開襟シャツ、または、白か紺で無地のポロシ

ャツ（ブレザーと同じ）を正しく着用（裾を中に入れる）する。  

○中着は、ブレザーと同じ。  

セ
ー
ラ
ー
服 

冬
服 

○紺の標準セーラー服で、体型に合ったもの。  

○襟には、襟ふちから２cm のところに１cm 幅の白線を井桁につける。  

襟カバーは白色で、儀式以外は常用する。  

○リボンは黒色とする。（長さは１３０～１５０ cm）  

○スカートは紺色で、長さはひざ下とする。  

○中着は、ブレザーと同じ。  

○防寒用タイツを着用する場合は、黒色とする。  

夏
服 

○白の半そでセーラー服、白色半袖セーラー服で、胸あては白色、リ

ボンは黒色とする。または、白か紺で無地のポロシャツ（ブレザー

と同じ）を着用する。スカートは冬服に準ずる。  

○中着は、ブレザーと同じ。  
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名札 
○胸ポケットの上部に名札をつける。校章は名札の右下につける。  

★クリップ式の名札に、台布や校章は必要ありません。  

かばん  

○学校指定のリュックサックを基本とし、必要に応じてスポーツバッグを使用

す 

る。※紙袋や布製袋などは原則使用しない。  

★休みの日の部活動については、サブバッグのみでの登校を許可します。ただ

し、各部活動の顧問の指示がある場合は、それに従ってください。  

靴 ○白一色の運動靴で、かかとに名前をはっきりと書く。  

上ばき  
○学校指定のスリッパを使用し、甲の白い部分へ記名する。  

○色は学校指定の学年色とする。  

靴下 

○色は白、黒、紺、灰の無地のものとする。  

※ワンポイントは可、くるぶしが隠れないものは不可。  

★令和７年度より、靴下のワンポイントの色の指定はありません。  

体操服  
○学校指定の丸首半袖シャツとクォーターパンツを基本とする。  

※寒いときは、学校指定のジャージ上下を着用する。  

その他  

○体育館シューズ、ウィンドブレーカーは学校指定のものを使用する。  

★体育館シューズは、学年色のものでなくてもよいこととします。  

今後は順次、青色のみの販売となります。  

頭髪 

○中学生らしい清潔感のある髪型とする。  

○極端な刈り上げ、パーマ、そり込みなどの加工をしない。  

○染色、脱色などはしない。縮毛矯正は許可を得る。  

○整髪料は使用しない。  

○前髪は目にかからないようにする。  

○横の髪は目に入らないようにピンなどで止めるようにする。  

○後ろ髪は襟につかないようにする。襟に付く場合は、ヘルメットがしっかり

かぶれるように、耳の高さまでで、中央で１つか、左右で２つに結ぶこと。  

○ピン（ｱﾒﾋﾟﾝ･ﾊﾟｯﾁﾝﾋﾟﾝ）やゴムの色は、頭髪と同系色のものとする。  

○眉毛の変形はしない。  

★ツーブロックは許可します。  

★三つ編み（耳の下）は許可します。  

★お団子は、令和５年度の生徒アンケートを踏まえ、不可とします。 

 
★「中学生らしい」とは、中学生ならではの活動（大会や行事、入試に関わることなど

の公の場での活動）に自信をもって臨める姿のことです。その具体的な姿として、頭
髪の加工をしないことや長さの基準が示されています。  

◎本校則は、全校生徒による討論会やアンケートを経て、定められたものです  
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その他 

 ・  手袋、ネックウォーマーは地味な物（他の装備品に準じた色で、安全に登下校が

できる、特殊な形状でないもの）とする。コート、マフラー等は使用しない。  

 ・  衣替えは行わない。常時、冬服・夏服のいずれでも可とし、気候に合った制服の

着用を、各自の判断で行う。  

※  ただし、下記の式については、指定の服装とし、カッターシャツや開襟シャツ、

ポロシャツは白のものを着用する。また、一般的なマナーに準じた服装を心がけ

る。 

 

 

 

 

     

 ・ 防寒具として、学校指定のウィンドブレーカーを使用してもよい。  

 ・ 傘は、黒、紺、深緑等の派手でないものとする。  

 ・ 自転車通学生徒は、アイボリー色か白色の雨がっぱを使用する。  

 ・  雨の日に長靴を履いてもよいが、体育の授業や部活動がある場合は、運動靴も持

参する。  

  ・ 部活動時のシューズや服装、バッグ等は、顧問の指示に従う。  

夏服：１学期終業式、２学期始業式  

冬服：入学式、１学期始業式、離任式、２学期終業式、３学期始業式  

同窓会入会式、卒業式、修了式  

 


